
(単位  千円)

補正前 補正額 補正後

予 算 105 令和３年度鳥取市一般会計補正予算（第7号） 113,865,515 1,096,864 114,962,379

(3件) 106 令和３年度鳥取市介護保険費特別会計補正予算（第2号） 20,188,194 884,392 21,072,586

107 令和３年度鳥取市観光施設運営事業費特別会計補正予算（第1号） 6,562 16,753 23,315

補正額合計 1,998,009

決　算 108 令和２年度鳥取市歳入歳出各会計決算認定について

(5件)

109 令和２年度鳥取市水道事業決算認定について

110 令和２年度鳥取市工業用水道事業決算認定について

111 令和２年度鳥取市下水道等事業決算認定について

112 令和２年度鳥取市病院事業決算認定について

条例 113 鳥取市職員給与条例の一部改正について

(8件)

114
鳥取市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部
改正について

115
鳥取市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関す
る条例の一部改正について

116 鳥取市手数料条例の一部改正について

117 鳥取市集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正について

118 鳥取市自家用有償バス条例の一部改正について

119
鳥取市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に
ついて

120
鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例の一部改正
について

その他 121 鳥取市過疎地域持続的発展計画について

(9件)

122 財産の取得について

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施
行に伴い、鳥取市における新たな過疎計画を策定する
もの

種類：鳥獣減容化施設備品
契約方法：一般競争入札
取得金額：104,500,000円
取得の相手方：株式会社ＢＯＤ商会

河原町総合運動場の整備に伴い施設を追加するもの

一般会計及び15の特別会計の歳入歳出合計が、それぞ
れ1,735億6,505万円、1,697億391万円となった。この
うち、翌年度への繰越額と翌年度への繰越額に係る未
収入特定財源を加減した実質収支の合計額は32億3,738
万円となった。

鳥取市用瀬町鳥居野集会所を廃止するもの

行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律等の一部改正に伴い、所要の整備
を行うもの

佐治町交通空白地有償運送（共助交通）の運行開始に
伴い、市有償バス「佐治線」を廃止するもの

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤
強化に関する法律第２６条の地方公共団体等を定める
省令の一部改正に伴い、所要の整備を行うもの

河原町国英地区コミュニティ施設の新築に伴い施設を
追加するもの

令和３年９月鳥取市議会定例会附議案案件

議案
番号

案　　　　件　　　　名 説　　　　　　明

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施
行に伴い、所要の整備を行うもの

区 分

収益的収支では、収益総額48億5,077万円に対し、費用
総額45億3,083万円となり、3億1,994万円の純利益を計
上した。資本的収支では、収入総額14億4,100万円に対
し、支出総額36億8,556万円となり、差引収支不足額22
億4,456万円については、過年度分損益勘定留保資金な
どで補 した。

収益的収支では、収益総額187万円に対し、費用総額
457万円となり、純損失270万円を計上した。資本的収
支では、収入はなく、支出総額99万円となり、差引収
支不足額99万円については、過年度分損益勘定留保資
金で補 した。

収益的収支では、収益総額90億9,387万円に対し、費用
総額82億8,552万円となり、8億835万円の純利益を計上
した。資本的収支では、収入総額45億7,753万円(繰越
工事資金4億3,687万円を除く）に対し、支出総額79億
5,169万円となり、差引収支不足額33億7,416万円につ
いては、過年度分損益勘定留保資金などで補填した。

鳥取市保健所の公衆衛生医師採用に向け、所要の整備
を行うもの

収益的収支では、収益総額86億6,441万円に対し、費用
総額83億3,574万円となり、純利益3億2,867万円を計上
した。資本的収支では、収入総額10億4,806万円に対
し、支出総額14億3,078万円となり、差引収支不足額3
億8,272万円については、過年度分損益勘定留保資金で
補填した。



令和３年９月鳥取市議会定例会附議案案件

議案
番号

案　　　　件　　　　名 説　　　　　　明区 分

123 財産の取得について

124 財産の無償譲渡について

125 事業契約の変更について

126 工事請負契約の変更について

127 工事請負契約の変更について

128 市道の路線の認定について

129 市道の路線の変更について

専決処分
報告承認
(1件)

130 専決処分事項の報告及び承認について

報　告 12 出資法人の経営状況を説明する書類の提出について

(7件)

13 公立大学法人公立鳥取環境大学の業務の実績に関する評価について

14 専決処分事項の報告について

15 専決処分事項の報告について

16 専決処分事項の報告について

17 令和２年度の決算に基づく健全化判断比率について

18 令和２年度の決算に基づく資金不足比率について

議案   26件
報告   7件
計　　 33件

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第
１項の規定により、令和２年度の決算に基づく資金不
足比率を報告するもの

地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき出資
法人の経営状況を説明する書類を提出するもの
（19法人）

鳥取市民体育館再整備事業の変更について議決を得る
もの

市道の路線を認定するもの（３路線）

公立大学法人公立鳥取環境大学の令和２年度の業務実
績について評価委員会の評価を報告するもの

鳥取市用瀬町鳥居野集会所を地元町内会に無償譲渡す
るもの

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１
項の規定により、令和２年度の決算に基づく健全化判
断比率を報告するもの

市道の路線を変更するもの（１路線）

令和３年度鳥取市一般会計補正予算（第６号）の専決
処分の報告及び承認
（令和3年8月16日専決）

令和3年8月5日、事務所駐車場において、公用車上部の
広報用拡声器が駐車場天井の照明器具に接触したこと
により、天井パネルが破損した事故に係る損害賠償の
額及び和解について報告するもの
（令和3年8月16日専決）

集落排水施設使用料の滞納者に対し、支払督促の申立
てを行ったところ、督促異議の申立てがあったため、
訴訟に移行するもの
（令和3年8月13日専決）

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関
する法律の施行に伴い、所要の整理を行うもの
（令和3年8月16日専決）

種類：土地（河原町総合運動場）
契約方法：随意契約
取得金額：277,625,000円
取得の相手方：鳥取市土地開発公社

鳥取市立江山学園特別教室棟増築（建築）工事請負契
約の変更について議決を得るもの

鳥取市立南中学校管理・特別教室棟増築(建築)工事請
負契約の変更について議決を得るもの


